
 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 専 01 学校名 一関工業高等専門学校 担当教員名 八戸 俊貴 

ねらい 

☐ キャリア教育・ビジネス体験          ☐ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☐ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☐ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☐ 意匠   ☐ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 知的財産管理技能検定３級対策
講座の実施 

全学生、放課後に全６回実施 (10),(12),(13) 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 

➁ パテントコンテスト応募支援 未来創造工学科５年・実践技術Ⅱ（授業） (1),(3),(4),(7),(9) ☐ (2)情報を利用する能力 
➂ 知財講演会の実施 未来創造工学科 3 年・特別活動 (7) , (8),(9),(10) ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④    ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤    ☐ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥    

保
護 

☐ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆    ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧    ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨    ☑ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☐ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☑ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

知的財産管理技能検定３級に関して試験の実施は問題なかったが、受験者数
が昨年度の半数程度である13名であった。本来であれば大幅増を期待してい
たがそれが実現できなかった。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

知的財産管理技能検定３級対策講座については滞りなく実施することができたが、対面で実施した際には多くても 8 名程度というような状況であ
った。メールなどを利用して再三学生には周知していたが思ったほど受験者数が増えなかった。さらに公式テキストの貸し出しについても 5 名程
度であった。 
パテントコンテスト応募支援については、最終的な応募件数は 8 件になった。昨年度は 7 件応募であったことから応募件数は微増である。昨年度
は受賞無しであったが、今年度は 1 件受賞することができた。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ② 

成果内容 
パテントコンテストに関して、応募数は昨年度から微増（昨年度は 7 件、今年度は 8 件）であったが、事前審査通過が３件（昨年度は１件のみ）
あり、さらにその中から１件受賞することができた。これらの結果から、学生のコンテスト参加における意欲向上があったと推察している。そし
て意欲が向上することにより、創造性や発想・技術を表現する能力、観察力が養われたと考えている。 

生徒・学生に 
見られた変化 パテントコンテスト参加に対する意識向上 

その根拠 
パテントコンテストへ応募するグループの選抜は提出書類の内容をチェックした上で教員が選定している。基本的には書類の完成度を目安として
いるが、昨年度よりも１件のみではあるが応募可能なレベルの内容が増加した。さらに事前審査の通過件数も増加した。（昨年度は１件であった
が今年度は３件） 

課題・反省点 
過去には10件以上応募したこともあり、複数件受賞した年もあった。また事前審査に３件通過したにもかかわらず、最終的な受賞は１件にとどま
ったことから、あと一歩届かなかったという内容が２件あったと判断できる。そのため、書類作成に関する指導をもっと充実させれば複数件の受
賞につながったのではないかと考えている。 

今後の展望 書類作成に関する指導方法や指導内容の見直し 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

パテントコンテスト応募支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知的財産管理技能検定３級試験対策講座について 

 

パテントコンテスト発明提出書抜粋（受賞したグループのもの）（図１） 

  

 

知的財産管理技能検定３級試験対策講座第１回の様相（写真１） 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 専 02 学校名 富山高等専門学校 担当教員名  

ねらい 

☑ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☐ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☐ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☐ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☐ 特許・実用   ☐ 意匠   ☐ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ キャリアビジョン・キャリアプラン・知
的財産を学ぶ講演会(2 回) 

第 2 学年学生・講演会実施 3,4,6,7,11,12 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 

➁ 第 13 回高校生ビジネスプラングランプ
リへのエントリー指導 

アントレプレナー研究同好会
の 2 チーム 1,3,4,6,7,11 ☑ (2)情報を利用する能力 

➂ 第 12 回マイナビキャリア甲子園へのエ
ントリー指導 

アントレプレナー研究同好会
の 4 名 1,3,4,6,7,11 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 

④ 第 3 回高専起業家サミットへのエントリ
ー指導 

アントレプレナー研究同好会
の 2 チーム（うち 1 チームは
他高専との連携） 

1,3,4,6,7,11 ☑ (4)観察力を鍛える 

⑤ 課題発見型インターンシップの調整 4 年生の学生対象 1,3,5,6,8 ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥    

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆    ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧    ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨    ☐ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☐ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

学生の参画を多く進めることができたため。 
一部のテーマについては調査段階でとどまったため，概ね達成とした。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

(1) 2 年生向けのセミナーについては全学科 240 名の参加 
(2) 同行会等の活動については，20 名の学生が参画 
(3) 課題発見型インターンシップについては企業側との調整にとどまったが，北九州および大分高専との連携についても調整を進めた。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ① 

成果内容 

・２学年では夏季に 1 回、冬季に 1 回の講演会(学習会)を開催し、キャリアプラン、アントレプレナーシップ、知財に関する基本的な知識に関し
て連続性のある内容で指導を行ったことで、これらの内容に対する学生の関心を高めることができた。 
・起業時点では、何か独自のモノやサービスが手元にあるということだが、それらを知的財産で守るという認識の重要性や、キャリアの考え方と
して「攻めと守りの適切なバランス」についての気づきを促す機会、および、既存カリキュラム内では提供しきれない知識を学ぶ機会を創出でき
た。 

生徒・学生に 
見られた変化 

・高専で学ぶことを社会で活用し、今後いかに個々のビジネススキルとして発展行くべきか、またそのプランのもち方について関心を高めた学生
が多かった。特に知財やスタートアップに関して関心が高まった。 

その根拠 

・事後アンケート（５件法及び自由記述）の分析により、上記の傾向が観察された。 
〈夏季 / n=161〉アンケート結果まとめ（下図２参照） 

 〈冬季 / n=124〉 
3 割強の学生（n=46）が、主体的なキャリア形成をしていく中での知的財産の重要性を再認識し、学生生活・研究活動を行っていくうえで、決
して他人ごとではなく、日頃から研究ノートやアイディアノート、議事録などの些細な記録を適切に行うことや、各種ビジネスプランコンテス
トなど、外部に自分のアイディアを無防備に出すことのリスクを考えておくことの必要性と重要性に気づけたと回答していた。 

また、講演内容に、①企業にも「アントレプレナー」と「イントレプレナー」があるということ、②年間の起業件数は 15 万社ということ、③
仕事とは「興味関心＞好きなこと＞得意なこと」という自身のバイアスを認知しながら、その内の「好きなことや得意なことと、社会の誰か
の役に立つこと・人の心を動かすこと」の重なる部分、という内容を受け、一見他人事に思える「起業」、それに伴う知的財産の管理ノウハ
ウなど、自分もいずれは当事者になるかもしれないということがわかり、これからの進路について、あらゆる可能性を模索しながら考えてい
きたいと考えている学生が半数以上見られた。 

課題・反省点 ・単年度で数回の取り組みでは、特にキャリアビジョンの形成に関して十分であるとは言えず、複数年で学年や習熟段階に応じた系統的な指導を
可能とするカリキュラムの形成が必要である。 
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今後の展望 ・5 年間の教育課程の中でキャリア教育、アントレプレナーシップ教育、知的財産に関わる教育がなされるよう、学年ごとに実施内容を系統的に
配置したカリキュラムや指導計画を作成したい。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 

 

＜写真・図表等掲載欄＞ 

    

（写真 1）２学年講演会の写真（写真 2）ベスト 100 選出の学生チーム （写真 3）校長先生へのプレゼン 

  
     （写真 4）コンテスト応募指導の様子 （図 1）高専起業家サミット提出プラン事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図 2）夏季キャリア講演会アンケート結果まとめ 

知的財産とスタートアップ人材・コンテスト応募の取り組み 
近年全国高専では，スタートアップ人材の創出を目指したアントレプレナーシップを行ってい
るが，技術的な課題に関連する特許にとどまらず，商標や実用新案等，種々の知的財産の仕組
みを理解することも重要である。また特許明細などの構造を参考にしたアイデアの構造化も重
要なスキルである。 
そこで本年度は上記目的達成の環境整備を目指して，以下の取り組みをおこなった。 
（1） スタートアップ人材によるキャリアセミナー 
（2） 種々のコンテスト応募チャレンジ 
（3） 課題発見型インターンシップ            
これらの取り組みについて，卒業生でスタートアップを起業している人材のサポートをいただ
きつつ，いくつかのコンテストで上位入賞を果たした。 
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